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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｎ色（ｎは、４以上の整数）のサブピクセルを有する画素及びサブピクセル駆動用信号線
が配列された表示領域を備えた表示装置であって、
該表示領域のいずれか一方の端に位置するサブピクセルは、表示領域中心側にサブピクセ
ル駆動用信号線が配置され、非表示領域側にサブピクセル駆動用信号線が配置されないも
のであり、かつｎ色のうち最も低輝度の色のサブピクセルであり、
該表示領域の他方の端に位置するサブピクセルは、表示領域中心側及び非表示領域側の両
方にサブピクセル駆動用信号線が配置されたものであり、かつｎ色のうち最も高輝度の色
のサブピクセルである
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
前記画素は、ｎ色のうち最も高輝度の色のサブピクセルとｎ色のうち２番目に高輝度の色
のサブピクセルとが隣り合わないサブピクセル配列からなることを特徴とする請求項１記
載の表示装置。
【請求項３】
前記画素は、４色のサブピクセルを有し、サブピクセルの輝度順が１番、３番、２番、４
番の順となるように配列されたものであることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項４】
前記画素は、４色のサブピクセルを有し、サブピクセルが白、赤、緑、青の色順で配列さ
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れたものであることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項５】
前記画素は、５色のサブピクセルを有し、サブピクセルの輝度順が１番、４番、３番、２
番、５番の順、又は、１番、３番、４番、２番、５番の順となるように配列されたもので
あることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項６】
前記画素は、６色のサブピクセルを有し、サブピクセルの輝度順が１番、５番、３番、４
番、２番、６番の順、１番、４番、５番、２番、３番、６番の順、１番、４番、２番、５
番、３番、６番の順、又は、１番、３番、５番、２番、４番、６番の順となるように配列
されたものであることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項７】
前記画素のサブピクセル配列は、ストライプ配列であることを特徴とする請求項１記載の
表示装置。
【請求項８】
前記表示装置は、液晶表示装置であり、カラーフィルタを含むものであることを特徴とす
る請求項１記載の表示装置。
【請求項９】
前記表示装置は、膜厚が略同一のカラーフィルタが各サブピクセルに配置されたものであ
ることを特徴とする請求項８記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数の画素により表示画面が構成される表示装置に関する。より詳しくは、複
数の画素により表示画面が構成される、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　
Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ）ディスプレイ等の表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
多数の画素（ピクセル）により画像を形成する形態の表示装置は、情報や映像の表示手段
として広く普及している。このような表示装置の画素としては、カラー画像を形成するた
めに、１つの画素が赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の３色のサブピクセルから構成
されたものが一般的に知られている。近年需要が急速に拡大している液晶表示装置等の薄
型ディスプレイの場合、サブピクセルの駆動方法として、アクティブマトリクス駆動が広
く用いられるようになっている。アクティブマトリクス駆動では、複数のゲート（走査）
線及び複数のソース（信号）線が互いに直交するようにマトリクス状に設けられるととも
に、その交点に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等のアクティブ素子が設けられ、ゲート線及
びソース線を通じてアクティブ素子に印加される信号により各サブピクセルを駆動して表
示を行うことになる。カラー画像を精細に高品質で形成するためには、画素を構成するサ
ブピクセルの構成等が大きく影響することから、従来から種々の形態が検討されている。
【０００３】
３色のサブピクセルの配列としては、Ｒ、Ｇ、Ｂのサブピクセルを次の行で半サブピクセ
ルずつずらしたデルタ配列、Ｒ、Ｇ、Ｂのサブピクセルを次の行で１サブピクセルずつず
らしたモザイク配列、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｇのサブピクセル配列がスクエアとなるように配置し
たスクエア配列、同じ色のサブピクセルを縦（一方向）に並べるストライプ配列等が知ら
れている。これらのサブピクセルの配列は、製品によって使い分けられ、特に、精細度が
高いパーソナルコンピュータ用のディスプレイ等の製品には、ストライプ配列が用いられ
ることが多い。
【０００４】
一方、画像表示の輝度を向上させるために、輝度の高い白色（Ｗ）を加えて、Ｒ、Ｂ、Ｇ
、Ｗの４色のサブピクセルで画素が構成される表示装置も知られている（例えば、特許文
献１～６参照。）。このようなサブピクセル配列によれば、輝度が向上し、表示装置とし
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ての基本性能が向上することとなる。
【０００５】
ストライプ配列において、Ｒ、Ｂ、Ｇ、Ｗの４色のサブピクセルの配列方法としては、Ｒ
、Ｇ、Ｂ、Ｗの順番に並べたサブピクセル配列が知られている（例えば、特許文献３参照
）。しかしながら、ストライプ配列において、この色順にサブピクセルを配列した場合、
表示画像の一方向に線状のムラ、いわゆる筋ムラが生じることになる。従って、このよう
な表示上の不具合を充分に抑制することができるようにする工夫の余地があった。
【特許文献１】特開平２－１１８５２１号公報
【特許文献２】特開２００４－７８２１８号公報
【特許文献３】特開平１１－２９５７１７号公報
【特許文献４】特開平１０－１０９９８号公報
【特許文献５】特開平５－１８１１３１号公報
【特許文献６】特開平４－３５５７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、表示画像の一方向に生じる線状のムラ
（筋ムラ）が生じるのを防止し、良好な表示品質を得ることができる表示装置を提供する
ことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、ｎ色（ｎは、４以上の整数）のサブピクセルを有する画素、及び、サブピ
クセル駆動用信号線を備えた表示装置において、表示画像における線状のムラ（筋ムラ）
の発生を防止することができる構成について種々検討したところ、表示画像に生ずる筋ム
ラは、サブピクセルの表示領域中心側にサブピクセル駆動用信号線が配置され、非表示領
域側にサブピクセル駆動用信号線が配置されない端に位置するサブピクセル（終端サブピ
クセル）に生じることを見出した。また、終端サブピクセルが、輝度の高い白色（Ｗ）の
サブピクセルである場合に、特に筋ムラが目立つことも見出した。そして、終端サブピク
セルを、ｎ色のうち最も高輝度の色以外の色のサブピクセルとすることにより、終端サブ
ピクセルに筋ムラが生じることを防止し、良好な表示品質を得ることができることを見出
し、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達したものであ
る。
【０００８】
すなわち、本発明は、ｎ色（ｎは、４以上の整数）のサブピクセルを有する画素及びサブ
ピクセル駆動用信号線が配列された表示領域を備えた表示装置であって、上記表示領域の
少なくとも一方の端に位置するサブピクセルは、表示領域中心側にサブピクセル駆動用信
号線が配置され、非表示領域側にサブピクセル駆動用信号線が配置されないものであり、
ｎ色のうち最も高輝度の色以外の色のサブピクセルである表示装置である。
【０００９】
本発明の表示装置としては、４色以上のサブピクセルにより構成される画素を用いて表示
を行うものであれば、その表示態様は特に限定されず、カラーフィルタ等を用いた非自発
光型表示装置であってもよく、各色の光源を有する自発光型表示装置であってもよい。具
体的には、液晶表示装置、有機エレクトロルミネセンス表示装置等として好適である。ま
た、本発明の表示装置の駆動態様としては、通常、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｉｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ）等のアクティブ素子をサブピクセルごとに配置して駆動するアクティブ
マトリクス駆動が好適である。
【００１０】
上記サブピクセルとは、個別に駆動制御することが可能な表示単位であり、通常、サブピ
クセルが信号線から供給される信号により制御される最小の表示単位となる。本発明にお
いては、ｎ色のサブピクセルの集合体が画素を構成し、カラー表示が実現されることにな



(4) JP 4804466 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

る。ｎ色のサブピクセルの色については、特に限定されるものではなく、カラー表示が実
現されるものであればよい。本発明においては、例えば、赤色（Ｒ）、青色（Ｂ）、緑色
（Ｇ）、白色（Ｗ）の４色のサブピクセルが設けられることにより、表示装置におけるカ
ラー表示が実現される。サブピクセルの配列は、特に限定されるものではなく、例えば、
ストライプ配列、スクエア配列等が挙げられる。
【００１１】
上記表示領域は、ｎ色（ｎは、４以上の整数）のサブピクセルを有する画素が配列され、
画像が表示される領域のことであり、本発明においては、画素が配列されていたとしても
表示装置において表示に用いられない領域は含まない。ここで、画素が配列されたとは、
サブピクセルの配列が同じである画素が配列されていることが好ましい。上記非表示領域
は、上記表示領域以外の領域のことであり、通常では、表示領域を囲む領域のことである
。
【００１２】
上記サブピクセル駆動用信号線とは、各サブピクセルを駆動するために設けられた信号線
（データ線又はソース線ともいう。）のことであり、通常では、サブピクセルごとに設け
られたＴＦＴ等のアクティブ素子と接続されている。非表示領域に配置された表示に寄与
しないサブピクセルを駆動する信号線は表示領域内に設けられることがあるが、上記サブ
ピクセル駆動用信号線には含まない。
【００１３】
本発明において、表示領域の少なくとも一方の端に、表示領域中心側にサブピクセル駆動
用信号線が配置され、非表示領域側にサブピクセル駆動用信号線が配置されないサブピク
セル（終端サブピクセル）が配置される。ここで、表示領域の少なくとも一方の端に位置
するとは、サブピクセル駆動用信号線の引かれている向きを表示領域の縦方向とした場合
に、横方向の両端部の少なくとも一方に位置するということである。表示領域中心側とは
、サブピクセル駆動用信号線が引かれている向きがサブピクセルの縦方向とした場合に、
サブピクセルの縦方向に引かれた中心線（横方向における真中の点を結んだ中心線）より
も表示領域の中心部の側の領域であることが好ましい。非表示領域側とは、サブピクセル
駆動用信号線が引かれている向きがサブピクセルの縦方向とした場合に、サブピクセルの
縦方向に引かれた中心線よりも非表示領域の側の領域であることが好ましい。また、上記
サブピクセル駆動用信号線は、サブピクセルと重複してもしなくてもよいが、サブピクセ
ルの間の中央に位置することがより好ましい。なお、本発明において、上記終端サブピク
セルは、表示領域の少なくとも一方の端に位置していればよく、表示領域の両端部に位置
しても、一方の端に位置してもよいが、製造工程の簡略化等のため、各サブピクセル駆動
用信号線を各サブピクセルに対して略同一の位置に形成する場合等には、終端サブピクセ
ルは、表示領域の一方の端に位置することになる。
【００１４】
上記終端サブピクセルは、他のサブピクセルと異なり、表示領域中心側に自身の駆動に用
いられるサブピクセル駆動用信号線が配置されるのみであり、他のサブピクセルのように
、自身の駆動に用いられるサブピクセル駆動用信号線と隣接するサブピクセルの駆動に用
いられるサブピクセル駆動用信号線とに挟まれた構成とはならない。一方、本発明におい
て、終端サブピクセル以外のサブピクセルについては、サブピクセル駆動用信号線が両側
に設けられた構成となっている。
【００１５】
サブピクセル駆動用信号線が両側に設けられた終端サブピクセル以外のサブピクセルでは
、印加する信号電圧の極性を隣接するサブピクセル駆動用信号線ごとに交互に正負に反転
させた反転駆動をすることにより、サブピクセルの片側に設けられたサブピクセル駆動用
信号線とサブピクセル電極（いわゆる表示電極）との間に生じる寄生容量によるサブピク
セルの電位変化を、反対側に設けられたサブピクセル駆動用信号線とサブピクセル電極と
の間に生じる寄生容量による電位変化によって、打ち消すことができる。
一方、サブピクセル駆動用信号線が片側のみに設けられている構成では、サブピクセル駆
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動用信号線とサブピクセル電極との間に生じる寄生容量の影響により、サブピクセル電極
に印加される電位は、所定の電位からずれてしまう。そして、上記終端サブピクセルは、
サブピクセル駆動用信号線が片側にのみ配置される構成となっているため、寄生容量によ
る電位変化を打ち消すことができない。その結果、その終端サブピクセルを含む画素によ
って表示される表示画像に筋ムラが生じ、表示不良となり得る。また、反転駆動ではなく
同極性の信号電圧を隣接するサブピクセル駆動用信号線に印加する場合でも、寄生容量に
より受ける電位変化が終端サブピクセル以外のサブピクセルと終端サブピクセルとで異な
るため、筋ムラとなる。
【００１６】
これに対し、本発明では、上記終端サブピクセルは、ｎ色のうち最も高輝度の色以外の色
のサブピクセルである。これにより、終端サブピクセルがサブピクセル駆動用信号線の配
置の非対称性により解消できない寄生容量を有することによって電位変化が生じたとして
も、視覚的に表示不良として認識されにくい。その結果として、終端サブピクセルを含む
画素に線状のムラ（筋ムラ）が生じることを防止することができ、良好な表示品質を得る
ことができる。
【００１７】
本発明の表示装置の構成としては、このような構成要素を必須として形成されるものであ
る限り、その他の構成要素を含んでいても含んでいなくてもよく、特に限定されるもので
はない。
本発明の表示装置における好ましい形態について以下に詳しく説明する。
【００１８】
上記端に位置するサブピクセル（終端サブピクセル）は、ｎ色のうち最も低輝度の色のサ
ブピクセルからなることが好ましい。これによれば、終端サブピクセルが、表示画像にお
いてｎ色のうちでは最も表示不良が目立ちにくいサブピクセルとなるため、終端サブピク
セルが２本のサブピクセル駆動用信号線により挟まれていないことによって、終端サブピ
クセル以外の表示部のサブピクセルと電位が異なっていても表示画像において終端サブピ
クセルが配置されたラインに筋ムラが生じることを効果的に防止することができる。
【００１９】
上記画素は、一端にｎ色のうち最も低輝度の色のサブピクセルが配置され、他端にｎ色の
うち最も高輝度の色のサブピクセルが配置されたサブピクセル配列からなることが好まし
い。これによれば、画素が配列された表示領域全体において、ｎ色のうち最も低輝度の色
のサブピクセルと、最も高輝度の色のサブピクセルとが隣接することとなるため、表示領
域全体として、表示画像に筋ムラが生じることを防止することができる。
【００２０】
上記画素は、ｎ色のうち最も高輝度の色のサブピクセルとｎ色のうち２番目に高輝度の色
のサブピクセルとが隣り合わないサブピクセル配列からなることが好ましい。輝度が高い
色のサブピクセル同士が隣接すると、表示画像において、その２色の隣接したサブピクセ
ルが配列されたラインが筋ムラとなりやすいが、これによれば、そのような筋ムラが表示
画像に生じることを防止することができる。
【００２１】
上記画素は、４色のサブピクセルを有し、サブピクセルの輝度順が１番、３番、２番、４
番の順となるように配列されたものであることが好ましい。これによれば、４色のうち、
輝度が高いサブピクセル同士が隣接しない構成となるため、表示画像に筋ムラが生じるこ
とを防止することができ、良好な表示品質を得ることができる。
【００２２】
上記画素は、４色のサブピクセルを有し、サブピクセルが白、緑、青の色順で配列された
ものであることが好ましい。この４色のうちでは、輝度が高い順に、白、緑、赤、青であ
る。これによれば、輝度が高いサブピクセル同士である白と緑のサブピクセルが隣接しな
い構成となるため、終端サブピクセルが原因となって生じる表示画像の筋ムラを防止する
ことができるのみならず、輝度が高いサブピクセル同士が隣接することによって生じる表
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示画像の筋ムラを防止することができ、良好な表示品位を得ることができる。
【００２３】
上記画素は、５色のサブピクセルを有し、サブピクセルの輝度順が１番、４番、３番、２
番、５番の順、又は、１番、３番、４番、２番、５番の順となるように配列されたもので
あることが好ましい。これによれば、５色のうち、輝度の高さが１番と２番のサブピクセ
ル同士が隣接しない構成となるため、終端サブピクセルが原因となって生じる表示画像の
筋ムラを防止することができるのみならず、輝度が高いサブピクセル同士が隣接すること
によって生じる表示画像の筋ムラを防止することができ、良好な表示品質を得ることがで
きる。
【００２４】
上記画素は、６色のサブピクセルを有し、サブピクセルの輝度順が１番、５番、３番、４
番、２番、６番の順、１番、４番、５番、２番、３番、６番の順、１番、４番、２番、５
番、３番、６番の順、又は、１番、３番、５番、２番、４番、６番の順となるように配列
されたものであることが好ましい。これによれば、６色のうち、輝度の高さが１番と２番
のサブピクセル同士が隣接しない構成となるため、終端サブピクセルが原因となって生じ
る表示画像の筋ムラを防止することができるのみならず、輝度が高いサブピクセル同士が
隣接することにより生じる表示画像の筋ムラを防止することができ、良好な表示品質を得
ることができる。なかでも、１番、５番、３番、４番、２番、６番の順、１番、４番、２
番、５番、３番、６番の順、又は、１番、３番、５番、２番、４番、６番の順となるよう
に配列すれば、輝度の高さが２番と３番のサブピクセル同士も隣接しない構成となるため
、より良好な表示品質を実現することができる。また、１番と２番の輝度が他の色より特
に高い場合には、特に１番、４番、５番、２番、３番、６番の順、又は、１番、３番、５
番、２番、４番、６番の順となるように配列すれば、輝度の高さが１番のサブピクセルと
隣接画素のサブピクセルの輝度の高さが２番のサブピクセルとが１番、５番、３番、４番
、２番、６番の順、又は、１番、４番、２番、５番、３番、６番の順で配列したときより
も、更に離れた配列となるため、良好な表示品位を得ることができる。
【００２５】
上記表示装置は、端に位置するサブピクセル（終端サブピクセル）の非表示領域側に信号
線（ダミー信号線）を備えることが好ましい。この信号線は、サブピクセル駆動用信号線
と接続されていても、サブピクセル駆動用信号線と接続されていなくてもよい。ここで、
信号線がサブピクセル駆動用信号線と接続されたとは、ドライバ（駆動回路）から直接信
号電圧が印加されず、他のサブピクセルを駆動するためのサブピクセル駆動用信号線と接
続されたということである。この場合、ダミー信号線には、あるサブピクセルを駆動する
ためにドライバからサブピクセル駆動用信号線に送られる信号電圧が、該サブピクセル駆
動用信号線の途中に接続されたダミー信号線に送られることにより印加される。
【００２６】
上記終端サブピクセルは、一方の端部（表示領域中心側）に、終端サブピクセルを駆動す
るサブピクセル駆動用信号線が設けられるものの、終端サブピクセル以外のサブピクセル
と異なり、そのサブピクセルを駆動するためのサブピクセル駆動用信号線と、隣接するサ
ブピクセルを駆動するためのサブピクセル駆動用信号線とに挟まれていない。しかしなが
ら、本構成のように、終端サブピクセルの非表示領域側に、上記ダミー信号線を備える構
成とすることにより、終端サブピクセル電極（表示電極）と終端サブピクセル駆動用信号
線との間に生じる寄生容量による電位変化を終端サブピクセル以外のサブピクセルの電位
変化に近づけることができる。例えば、終端サブピクセルは、終端サブピクセルを駆動す
るサブピクセル駆動用信号線と、終端サブピクセルに隣接するサブピクセルを駆動するサ
ブピクセル駆動用信号線に接続されたダミー信号線との２つの信号線に挟まれれば、サブ
ピクセル駆動用信号線に印加する信号電圧の極性を信号線ごとに交互に正負に反転させた
反転駆動をする場合、又は、印加する信号電圧が隣接する信号線で同極性の場合において
も、終端サブピクセル電極（表示電極）と終端サブピクセル駆動用信号線との間に生じる
寄生容量による電位変化を終端サブピクセル以外のサブピクセルの電位変化とほぼ同一に
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することができる。その結果、終端サブピクセルが原因となって生じる表示画像の筋ムラ
を防止することができるため、良好な表示画像を得ることができる。
【００２７】
上記表示装置は、端に位置するサブピクセル（終端サブピクセル）の非表示領域側に、表
示に寄与しないサブピクセルを備えることが好ましい。ここで、表示に寄与しないサブピ
クセルとは、非表示領域に設けられるサブピクセルのことであり、上記ダミー信号線によ
り駆動されるサブピクセルのことである。ダミー信号線は、上述したように、終端サブピ
クセル電極（表示電極）と終端サブピクセル駆動用信号線との間に生ずる寄生容量を解消
するために設けられる。この表示に寄与しないサブピクセルを備える構成とすることによ
り、終端サブピクセルが原因となって生じる表示画像の筋ムラを防止しつつ、表示領域へ
の不純物の浸入や静電破壊等を防止することができる。
【００２８】
上記画素のサブピクセル配列は、ストライプ配列であることが好ましい。一般的に、スト
ライプ配列は、線、図形及び文字の表示に適していることが知られている。一方で、スト
ライプ配列とした場合には、終端サブピクセルが１画素あたり１つであることから、終端
サブピクセルとして配置されるサブピクセルの選択によっては、他の配列よりも筋ムラが
視認されやすくなるおそれがある。これに対し、本発明によれば、画素をストライプ配列
にしても、高精細の表示を必要とするパーソナルコンピュータのディスプレイ等の表示装
置において、筋ムラが生じることを防止した良好な表示品質を提供することができる。
【００２９】
上記表示装置は、液晶表示装置であり、カラーフィルタを含むものであることが好ましい
。ここで、カラーフィルタとは、通常、赤色、青色等の染料や顔料等を含む樹脂膜により
構成される。本発明の表示装置は、パーソナルコンピュータ等のディスプレイ、液晶テレ
ビ等に好適に用いることができ、優れた表示品位を提供することができる。
【００３０】
上記表示装置は、膜厚が略同一のカラーフィルタが各サブピクセルに配置されたものであ
ることが好ましい。仮に、カラーフィルタの膜厚が略同一でないときは、液晶層の厚みを
均一にすることが困難となり、（１）応答速度がサブピクセルごとに異なる、（２）斜め
方向の視野角が小さくなる、（３）液晶容量がサブピクセルごとに異なることによってフ
リッカ（画面のちらつき）が生じたり、焼きつきによる液晶の劣化等が生じる等の課題が
生ずることがある。しかしながら、本構成のように、膜厚が略同一のカラーフィルタが各
サブピクセルに配置された場合は、上記課題を解決しつつ、表示画像の筋ムラを防止した
液晶表示装置を実現することができる。
【発明の効果】
【００３１】
本発明の表示装置によれば、表示画像の一方向に生じる線状のムラ（筋ムラ）が生じるの
を防止し、良好な表示品質を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
以下に実施例を掲げ、図面を参照して本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの
実施例のみに限定されるものではない。
【００３３】
（実施例１）
図１は、本発明の表示装置を構成する画素の形態の一例を示す平面模式図である。図１に
示すように、本実施例の表示装置における表示領域を構成する画素５は、４色（Ｗ、Ｒ、
Ｇ、Ｂ）のサブピクセル２からなる。そして、各サブピクセル２の左端部に、該サブピク
セル２に対応するサブピクセル駆動用信号線４が配置されている。また、ＴＦＴ（Ｔｈｉ
ｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）３が、サブピクセル駆動用信号線４に接続されて
いる。本実施例において、表示領域の少なくとも一方の端に位置するサブピクセル（終端
サブピクセル）１は、表示領域中心側にサブピクセル駆動用信号線４が配置され、非表示
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領域側にサブピクセル駆動用信号線４が配置されないものである。なお、少なくとも一方
の端に位置するとは、サブピクセル駆動用信号線４の引かれている向きを表示領域の縦方
向とした場合に、横方向の両端部の少なくとも一方に位置するということである。
【００３４】
本実施例においては、表示装置として液晶表示装置を作製した。
そこで、まず、ＴＦＴアレイ基板の作製方法について説明する。ガラス基板上にアルミニ
ウム等のゲート電極及びゲート配線を形成した。次に、その上層にＳｉＯ２等からなるゲ
ート絶縁膜をＣＶＤ法等により形成した。次に、ゲート絶縁膜の上層にプラズマＣＶＤ法
等により、アモルファスシリコンとエッチング保護膜となるＳｉＮｘを連続して積層させ
、エッチング保護膜をパターン形成した。その後、ｎ＋アモルファスシリコンの島を形成
した。次に、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）からなる表示電極（サブピク
セル電極）、ドレイン電極、ソース電極、ソース配線（サブピクセル駆動用信号線）を成
膜した。
【００３５】
本実施例においては、サブピクセル駆動用信号線４は、カラーフィルタ基板と貼り合わせ
たときに、図１に示すように、サブピクセル２の左端部に配置されるように形成したが、
その形成位置は特に限定されるものではなく、図２に示すように、サブピクセル２の右端
部に配置されるように形成してもよい。この場合、終端サブピクセルは、表示領域の左端
部に位置するサブピクセルとなる。また、サブピクセル駆動用信号線４の形状は特に限定
されず、本実施例のように直線状でもよく、図３に示すように、サブピクセル駆動用信号
線４の一部が隣のサブピクセル２にはみ出すジグザグ状でもよい。この場合は、サブピク
セルと重複する駆動用信号線部分は、サブピクセルの表示領域中心側の端部からサブピク
セルの横方向の長さの１／３の領域に位置することが好ましい。また、図３においては、
サブピクセルの左下にＴＦＴ３が配置された構成となっているが、ＴＦＴ３の形成位置は
、これに限定されるものではなく、例えば、図２に示すように、駆動用信号線がサブピク
セルの右端部に配置され、ＴＦＴがサブピクセル右下に配置された構成でもよい。このよ
うなジグザグ状の場合は、サブピクセル２内に隣のサブピクセル２を駆動する信号線がは
み出しているため、サブピクセル電極（表示電極）と隣接サブピクセル駆動用信号線４と
の間に生じる寄生容量は、サブピクセル駆動用信号線４が直線状であり、かつ表示電極と
重複しない場合よりも、隣接サブピクセル駆動用信号線４の影響を受けやすいため、本発
明の効果がより発揮されやすい場合であるといえる。最後に、スピンコート等により配向
膜を形成することによりＴＦＴアレイ基板を作製した。
【００３６】
次に、図４を用いて、カラーフィルタ基板の作製方法について説明する。図４（ａ）に示
すガラス基板６上に、図４（ｂ）に示すように、ブラックマトリクス７を遮光材料により
パターン形成した。次に、図４（ｃ）～（ｆ）に示すように、ブラックマトリクス非形成
領域に、ドライフィルム法により、赤色、緑色、青色、白色のうち、最も輝度が低い青色
サブピクセルが、終端サブピクセルとなるように、また、画素において、終端サブピクセ
ルの他端に４色のうち最も高い輝度の白色サブピクセルが配置されるように、着色層（カ
ラーフィルタ）１１ａ～１１ｄを形成した。このように配置することにより、終端サブピ
クセルが原因となって生じる表示画像の筋ムラを防止することができる。なお、着色層の
形成方法としては、特に限定されず、例えば、インクジェット法等や顔料等を分散させた
液状材料を基板上に塗布して形成する方法等が挙げられる。着色層が、顔料である場合に
、その成分の種類及び成分比は、特に限定されるものではなく、目的に応じて、柔軟に決
定することができる。また、各着色層の膜厚は、特に限定されるものではないが、全て同
じであることが好ましい。この場合は、液晶表示装置の応答速度及び視野角を向上させ、
フリッカを防止し、液晶が劣化することを防止することができる。また、各着色層の膜厚
は、透過率の高さを優先させたカラーフィルタ基板を形成する場合等には薄くすることが
好ましく、色純度の高さを優先させたカラーフィルタ基板を形成する場合等には厚くする
ことが好ましい。なお、白色のサブピクセルを形成する場合は、透明の着色層を形成して
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もよいし、着色層を形成しなくてもよい。また、カラーフィルタ基板の形成工程は、特に
限定されず、ブラックマトリクスが、着色層を形成した後に形成されるものであってもよ
い。また、各着色層の形成順は、特に限定されるものではない。
【００３７】
終端サブピクセルは、最も輝度が高いサブピクセル以外のサブピクセルであればよく、本
実施例のように、終端サブピクセルを青色サブピクセルとした場合に、図４に示すサブピ
クセル配列に限らず、図５（ｂ）に示す配列としてもよい（図５（ａ）に示す配列は、図
４に示す配列と同じ。）。また、本実施例のように、画素を赤色、緑色、青色、白色の４
色のサブピクセルから構成する場合は、輝度の高さは、白色、緑色、赤色、青色の順であ
るため、輝度が最も高い白色以外のサブピクセルである赤色サブピクセルを終端サブピク
セル１とした図５（ｃ）、（ｄ）に示すサブピクセル配列でもよい。また、緑色サブピク
セルを終端サブピクセル１とした配列でもよい。
【００３８】
画素を構成するサブピクセルが４色であるとき、本実施例のように、赤色、緑色、青色、
白色に限られず、例えば、赤色、緑色、青色、黄色の組み合わせ、赤色、緑色、青色、マ
ゼンダ色の組み合わせ、赤色、緑色、青色、シアン色の組み合わせ等が挙げられる。この
場合は、図６に示すように、終端サブピクセル１は、各組み合わせのうち最も輝度が高い
サブピクセル以外のサブピクセルとなるサブピクセル配列であれば、終端サブピクセル１
が原因となって生じる表示画像の筋ムラを防止することができるが、特に、４色のうち、
終端サブピクセル１を、輝度が最も低いサブピクセルとした図６（ａ）の構成とする場合
に、終端サブピクセル１を原因として生ずる筋ムラを効果的に防止することができた。ま
た、画素を構成するサブピクセルが４色であるとき、４色のうち最も高い輝度のサブピク
セルと２番目に輝度が高いサブピクセルとが、隣り合わないサブピクセル配列とした。こ
れにより、輝度が高いサブピクセル同士が隣接したラインが表示画像となったときに生じ
る筋ムラを防止することができ、良好な表示品位を得ることができた。なお、画素を構成
するサブピクセルが４色であるとき、最も良好な表示品位を得ることができる配列は、サ
ブピクセルが１番、３番、２番、４番の順で配列されたものであった。この場合、終端サ
ブピクセル１は、輝度が４番目に高いサブピクセルとした。以上のように、画素が４色の
サブピクセルからなる場合のサブピクセル配列のうち、終端サブピクセル１が、輝度が４
番、３番目に高いサブピクセルである場合のサブピクセル配列を例示したが、この配列に
限定されるものではなく、輝度が２番目に高いサブピクセルを終端サブピクセル１とした
サブピクセル配列でもよい。
【００３９】
画素は、例えば、５色のサブピクセルからなるものでもよい。この５色は特に限定される
ものではなく、例えば、赤色、緑色、青色、白色、マゼンタ色の組み合わせ、赤色、緑色
、青色、黄色、シアン色の組み合わせ、赤色、緑色、青色、マゼンダ色、シアン色の組み
合わせ等が挙げられる。この場合も、画素が４色のサブピクセルから構成される場合と同
様に、終端サブピクセル１を各組み合わせのうち最も輝度が高いサブピクセル以外のサブ
ピクセルとし、かつ、５色のうち最も輝度が高いサブピクセルと２番目に高いサブピクセ
ルが隣接しないサブピクセル配列とした。図７（ａ）～（ｃ）は、それぞれ輝度が５番、
４番、３番目に高いサブピクセルを終端サブピクセル１とした場合のサブピクセル配列を
示す。画素が、５色のサブピクセルからなる場合のサブピクセル配列は、これに限定され
るものではなく、輝度が２番目に高いサブピクセルを終端サブピクセルとしたサブピクセ
ル配列でもよい。なお、画素が５色のサブピクセルからなる場合に、最も良好な表示品位
を得ることができる配列は、サブピクセルが４番、２番、３番、１番、５番の順、又は、
３番、２番、４番、１番、５番の順で配列されたものである。この場合、終端サブピクセ
ル１は、輝度が、５番目に高いサブピクセルとする。
【００４０】
画素は、例えば、６色のサブピクセルからなるものでもよい。この６色は特に限定される
ものではないが、赤色、緑色、青色、白色、黄色、シアン色、マゼンタ色の組み合わせ等
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が挙げられる。この場合も、画素が４色のサブピクセルから構成される場合と同様に、終
端サブピクセル１を各組み合わせのうち最も輝度が高いサブピクセル以外のサブピクセル
とし、かつ、６色のうち最も輝度が高いサブピクセルと２番目に高いサブピクセルが隣接
しないサブピクセル配列とした。図８（ａ）～（ｄ）は、それぞれ輝度が６番、５番、４
番、３番目に高いサブピクセルを終端サブピクセル１とした場合のサブピクセル配列を示
す。画素が、６色のサブピクセルからなる場合のサブピクセル配列は、これに限定される
ものではなく、輝度が２番目に高いサブピクセルを終端サブピクセル１としたサブピクセ
ル配列でもよい。なお、画素が６色のサブピクセルからなる場合に、最も良好な表示品位
を得ることができる配列は、サブピクセルが６番、２番、４番、３番、５番、１番の順、
１番、４番、５番、２番、３番、６番の順、又は、１番、３番、５番、２番、４番、６番
の順で配列されたものである。この場合、終端サブピクセル１は、輝度が、６番目に高い
サブピクセルとする。
【００４１】
次に、着色層の上層に、スパッタ法によりＩＴＯからなる共通電極を形成し、更に、その
上層にスパッタ法により配向膜を形成した。次に、ＴＦＴアレイ基板の配向膜の上に、プ
ラスチックビーズをスペーサーとして散布した。ここで、スペーサの種類は、特に限定さ
れるものではない。柱状スペーサの場合は、直接基板上に設けられる。最後に、カラーフ
ィルタ基板とＴＦＴアレイ基板とを貼り合わせ、両基板間に液晶分子を含む液晶材料を封
入し、液晶表示装置を作製した。なお、表示装置として液晶表示装置を作製したが、これ
に限定されるものではなく、自発光型の有機エレクトロルミネセンス表示装置でもよい。
【００４２】
上記のように作製した液晶表示装置は、サブピクセル駆動用信号線の配置により生ずる終
端サブピクセルの表示不良を原因とする表示画像の筋ムラを防止することができる。また
、終端サブピクセル以外のサブピクセルにおいても、輝度が高いサブピクセル同士が隣接
することによる表示画像の筋ムラも防止することができるため、良好な表示品位を得るこ
とができる。
【００４３】
なお、本願は、２００５年７月２９日に出願された日本国特許出願２００５－２２２０６
４号を基礎として、（合衆国法典３５巻第１１９条に基づく）優先権を主張するものであ
る。該出願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。
【００４４】
また、本願明細書における「以上」は、当該数値を含むものである。すなわち、「以上」
とは、不少（当該数値及び当該数値以上）を意味するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の表示装置を構成する画素の形態の一例を示す平面模式図である。
【図２】本発明の表示装置を構成する画素の形態の別の一例を示す平面模式図である。
【図３】本発明の表示装置を構成する画素の形態の更に別の一例を示す平面模式図である
。
【図４】本発明の表示装置におけるカラーフィルタ基板の製造方法。
【図５】赤色（Ｒ）、青色（Ｂ）、緑色（Ｇ）、白色（Ｗ）の４色のサブピクセルからな
る画素における本発明のサブピクセル配列を示す模式図である。
【図６】色を限定しない４色のサブピクセルからなる画素における本発明のサブピクセル
配列を示す模式図である（（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ輝度が４番及び３番目に高いサ
ブピクセルを終端サブピクセルとした場合）。
【図７】色を限定しない５色のサブピクセルからなる画素における本発明のサブピクセル
配列を示す模式図である（（ａ）～（ｃ）は、それぞれ輝度が５番、４番、３番目に高い
サブピクセルを終端サブピクセルとした場合）。
【図８】色を限定しない６色のサブピクセルからなる画素における本発明のサブピクセル
配列を示す模式図である（（ａ）～（ｄ）は、それぞれ輝度が６番、５番、４番、３番目
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に高いサブピクセルを終端サブピクセルとした場合）。
【符号の説明】
【００４６】
１：終端サブピクセル
２：サブピクセル（終端サブピクセル以外のサブピクセル）
３：ＴＦＴ
４：サブピクセル駆動用信号線
５：画素
６：ガラス基板
７：ブラックマトリクス
１１ａ：着色層（赤色）
１１ｂ：着色層（緑色）
１１ｃ：着色層（青色）
１１ｄ：着色層（白色）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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